
 

 

 

 

 

令和６年度「ハマウィングサポーター」を募集します 
～横浜市風力発電所 協賛事業～ 

 

横浜市の環境行動のシンボルである横浜市風力発電所（ハマウィング）は、令和６年度で稼働 18 年

目を迎えます。全国でも珍しい都市型風車として、国内外から多くの方が見学や視察に訪れています。 

令和６年度も引き続き、再生可能エネルギーや脱炭素に関する一層の普及啓発活動に取り組むため、

ハマウィングの安定的な事業運営に賛同・応援していただける協賛事業者「ハマウィングサポーター」

を募集します。 

 

１ 協賛の概要 

 

(1) 協賛期間 令和６年６月から令和７年５月まで（１年間） 

(2) 協賛金額 
【プライムクラス】   50 万円／年（税込） 

【スタンダードクラス】 10 万円／年（税込） 

(3) 手続期限 
申込書の提出 令和６年３月 21 日（木）まで 

協賛金の納付 令和６年４月 30 日（火）まで 

(4) 主な特典 

 横浜市風力発電所ホームページや啓発表示板（大型の説明看板）２か所、

リーフレット等にて、協賛事業者のロゴ（プライムクラス)や事業者名（ス

タンダードクラス)を掲載します。 

 プライムクラスは、ハマウィング見学会や視察、各種イベント等にて、出

展や物品の提供等、協賛事業者 PR の場として活用することができます。 

(5) 注意事項 

 上記の手続期限は、協賛期間が１年間の場合です。 

 協賛は通年で募集しますが、手続時期により協賛期間が１年未満となる場

合があります。 

 協賛特典や途中申込等、詳細は協賛要綱（ホームページ内）でご確認ください。 

 グリーン電力証書の発行はありません。 

(6) 
横浜市風力

発電所ＨＰ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-

kankyo/ondanka/etc/hama_wing/furyoku.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）横浜市風力発電所（ハマウィング）普及啓発、維持管理等の様子 

横浜市風力発電所（ハマウィング）は、令和５年４月から 12 月までの９か月間で、韓国やタイなど

海外からの見学者・視察者も含め、1,000 名以上の方にお越しいただいています。 

 

 

令 和 ６ 年 ２ 月 １ 日 
環境創造局環境エネルギー課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

裏面あり 



 

 

 

 
 

 横浜市風力発電所ホームページから、ハマウィングサポーターホームページ内の「募集のお知らせ」

等をご確認願います。必要書類をダウンロードの上、電子メールにて申し込みください。 

 その他、詳細につきましては、下記の担当までお問合せください。 

 

【環境創造局環境エネルギー課 風車担当】 

 電話：045-671-2681   E-Mail：ks-wind@city.yokohama.jp 

  URL（ハマウィングサポーターホームページ）： 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/etc/hama_wing/list.html 
 

  横浜市風力発電事業は、建設費として「ハマ債風車（かざぐるま）」の発行による市民参加と、運

営費の企業協賛により、市民、事業者、行政の３者が協働で取り組んできました。これからも横浜市

の環境行動のシンボル的事業として進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考２】令和５年度「ハマウィングサポーター」 

 

【プライムクラス】 
プリンス電機株式会社 千代田化工建設株式会社 株式会社ファンケル 

日本発条株式会社 横浜倉庫株式会社 日揮株式会社 

株式会社日新 工藤建設株式会社 大京建機株式会社 

ＥＮＥＯＳ株式会社 三菱地所株式会社 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

株式会社セア・プラス 東光電気工事株式会社神奈川支社 川本工業株式会社 

日本油化工業株式会社 アルビト株式会社  

【スタンダードクラス】 
横浜農業協同組合 株式会社神奈川保健事業社 キリンホールディングス株式会社 

株式会社共信設備設計 協同組合横浜市設備設計 株式会社テクノジャパン 

株式会社神奈川産業   

令和６年１月現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

環境創造局環境エネルギー課長  山本 恵幸  Tel 045-671-2666 

 

２ 申込方法 

【参考１】横浜市風力発電事業の概要 

事業の経緯 

平成 15 年度 風力発電事業 構想検討開始 

平成 18 年度 「ハマ債風車」発行、風力発電所 運転開始 

平成 19 年度 第 1 期Ｙ(ヨコハマ)グリーンパートナー開始 

平成 19 年度 市民投票により愛称「ハマウィング」決定 

平成 29 年度 第 2 期Ｙ(ヨコハマ)グリーンパートナー開始 

令和４年度 ハマウィングサポーター開始 

令和４年度 「再エネ電気特定卸供給契約」地産地消開始 


